
新 旧 対 照 表

新 旧

高知県グローバル産地づくり推進事業費補助金交付要綱

第１条～第３条 略

第４条 事業実施者は、補助金の交付を受けようとするときは、

別記第１号様式による補助金交付申請書を知事に提出しなければ

ならない。

２ 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消

費税仕入控除税額等（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消

費税相当額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）の規定に

より仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金

額及び当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する

地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額し

て申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税

仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでな

い。

３ 事業実施者は、事業を円滑に進めるに当たり、補助金の交付

決定前に事業に着手しようとする場合は、事前に別記第２号様式

による補助金交付決定前着手届を第１項に規定する補助金交付申

請書とともに知事に提出しなければならない。

第５条～第16条 略

附 則

１ この要綱は、令和２年５月８日から施行する。

２ この要綱は、令和７年５月31日限り、その効力を失う。ただし、こ

の要綱に基づき交付された補助金について、第６条第１号及び第３号か

ら第５号まで、第 10条第３項、第 12 条、第 13条並びに第 15 条の規定

は、同日以降もなおその効力を有する。

附 則

高知県グローバル産地づくり推進事業費補助金交付要綱

第１条～第３条 略

第４条 事業実施者は、補助金の交付を受けようとするときは、

別記第１号様式による補助金交付申請書を知事に提出しなければ

ならない。

２ 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消

費税仕入控除税額等（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消

費税相当額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）の規定に

より仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金

額及び当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する

地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額し

て申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税

仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでな

い。

３ 事業実施者は、事業を円滑に進めるに当たり、補助金の交付

決定前に事業に着手しようとする場合は、事前に別記第２号様式

による補助金交付決定前着手届を同条第１項に規定する補助金交

付申請書とともに知事に提出しなければならない。

第５条～第 16条 略

附 則

１ この要綱は、令和２年５月８日から施行する。

２ この要綱は、令和７年５月31日限り、その効力を失う。ただし、こ

の要綱に基づき交付された補助金について、第６条第１号及び第３

号から第５号まで、第10条第３項、第12条、第13条並びに第15条の規

定は、同日以降もなおその効力を有する。

附 則



この要綱は、令和３年３月29日から施行し、改正後の規定は令和３年

度事業から適用する。

附 則

この要綱は、令和３年７月15日から施行する。

附 則

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和５年３月23日から施行する。

この要綱は、令和３年３月29日から施行し、改正後の規定は令和３年

度事業から適用する。

附 則

この要綱は、令和３年７月15日から施行する。

附 則

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

（追加）
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【その他】

１ 略

２ 令和５年度の本事業の事業実施者が、令和元年度から令和４年度ま

での本事業（※）において、３年間事業実施者となった者ではないこ

と。ただし、３年間事業実施者となった際の品目と異なる品目により令

和５年度の事業実施者となる場合は、本事業の対象とする。

※ 令和元年度から令和４年度までの本事業とは、令和元年度はグロー

バル産地づくり推進事業実施要領（平成 31 年３月 29 日付け 30 食産第

5397号農林水産省食料産業局長通知）、令和２年度から令和４年度までは

ＧＦＰグローバル産地づくり推進事業実施要領（令和２年３月31日付け

元食産第4759号農林水産省食料産業局長通知）に基づき実施した事業を

いう。

３～４ 略

５ 事業実施者は、早期の輸出の実現に向け、輸出産地サポーターやコン

サルタント、輸出商社などの輸出に知見を有する者と連携した実施体制

を構築していること。

６ 事業実施計画に事業実施者又は参画事業者（事業実施者とともに本事

業に参画する農林漁業者又は食品事業者をいう。以下同じ。）の所得向上

効果を記載し、その検証に応じることができる者であること。

７ 新型コロナウイルス感染症の影響による計画遂行が困難になった場合

の代替策が記載された事業実施計画となっていること。

８ 海外でのテスト販売等のプロモーションを行う場合は、輸出支援プラ

ットフォームの構成員等と連携して行うこと。

別表第２（第５条、第６条、第13条関係） 略

【その他】

１ 略

２ 令和４年度の本事業の事業実施者が、令和元年度、令和２年度及び令

和３年度の本事業（※）において、３年連続して事業実施者となった者

ではないこと。

※令和元年度、令和２年度及び令和３年度の本事業とは、令和元年度は

グローバル産地づくり推進事業実施要領（平成31年３月29日付け30食

産第5397号農林水産省食料産業局長通知）、令和２年度及び令和３年度は

GFPグローバル産地づくり推進事業実施要領（令和２年３月 31日付け元

食産第 4759号農林水産省食料産業局長通知）に基づき実施した事業をい

う。

３～４ 略

５（追加）

６（追加）

７（追加）

８（追加）

別表第２（第５条、第６条、第13条関係） 略


